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衆
議
院
議
員
秋
葉
忠
利
君
提
出
苫
田
ダ
ム
建
設
事
業
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 
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一 

 



 

一
に
つ
い
て 

二
の
2
に
つ
い
て 

二
の
1
に
つ
い
て 

「
第
二
回
苫
田
ダ
ム
建
設
事
業
審
議
委
員
会
議
事
要
旨
」
に
よ
れ
ば
、
平
成
八
年
五
月
三
十
日
に
開
催
さ
れ
た
第
二
回
委

員
会
に
お
い
て
、
「
次
回
は
、
岡
山
大
学
環
境
理
工
学
部
に
苫
田
ダ
ム
事
業
に
つ
い
て
第
三
者
の
立
場
で
資
料
を
と
り
ま
と 

め
説
明
す
る
よ
う
要
請
し
て
い
る
」
旨
の
委
員
長
の
発
言
を
出
席
し
た
各
委
員
が
了
承
し
た
も
の
で
あ
る
。 

ダ
ム
等
事
業
審
議
委
員
会
（
以
下
「
審
議
委
員
会
」
と
い
う
。
）
の
運
営
は
、
同
委
員
会
自
ら
の
判
断
に
お
い
て
行
う
こ 

 
 

と
と
し
て
お
り
、
そ
の
審
議
の
議
事
録
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
審
議
委
員
会
に
お
い
て
判
断
す
べ
き
も
の
と

考
え
て
い
る
。 

ま
た
、
苫
田
ダ
ム
建
設
事
業
審
議
委
員
会
の
委
員
に
配
布
し
た
資
料
は
別
表
第
一
の
と
お
り
で
あ
り
、
そ
の
内
容
は
、
苫

田
ダ
ム
の
計
画
に
関
す
る
説
明
、
同
ダ
ム
の
計
画
に
対
す
る
評
価
、
同
委
員
会
の
審
議
に
対
す
る
要
望
等
で
あ
る
。 

平
成
八
年
三
月
に
岡
山
大
学
環
境
理
工
学
部
が
作
成
し
た
「
苫
田
ダ
ム
計
画
に
関
す
る
科
学
技
術
的
評
価
」
に
よ
れ
ば
、 

衆
議
院
議
員
秋
葉
忠
利
君
提
出
苫
田
ダ
ム
建
設
事
業
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

三 

 



 

三
に
つ
い
て 

二
の
3
に
つ
い
て 

こ
れ
ま
で
に
設
置
さ
れ
た
十
二
の
審
議
委
員
会
の
う
ち
河
川
工
学
、
環
境
分
野
等
の
専
門
家
か
ら
な
る
調
査
専
門
委
員
会

等
を
設
置
せ
ず
に
学
識
経
験
者
の
見
解
を
聴
取
し
た
も
の
に
あ
っ
て
は
、
当
該
見
解
の
作
成
に
要
し
た
費
用
に
つ
い
て
、
い

ず
れ
も
建
設
省
及
び
審
議
委
員
会
か
ら
の
支
出
は
な
い
。 

同
評
価
は
「
主
と
し
て
科
学
技
術
的
な
立
場
か
ら
検
討
し
、
各
機
関
な
ら
び
に
各
団
体
か
ら
出
さ
れ
て
い
る
計
画
書
、
意
見

書
等
を
参
考
に
し
な
が
ら
、
そ
の
見
解
を
こ
こ
に
ま
と
め
る
こ
と
と
し
た
」
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
そ
の
作
成
に
当
た
っ
て

は
、
同
学
部
内
に
河
野
伊
一
郎
同
学
部
長
を
代
表
者
と
す
る
検
討
グ
ル
ー
プ
が
設
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。 

ま
た
、
御
指
摘
の
「
全
資
料
」
に
つ
い
て
は
把
握
し
て
い
な
い
が
、
建
設
省
か
ら
同
学
部
長
に
提
供
し
た
資
料
は
別
表
第

二
の
と
お
り
で
あ
り
、
そ
の
内
容
は
、
吉
井
川
の
治
水
計
画
に
関
す
る
説
明
、
苫
田
ダ
ム
の
計
画
に
関
す
る
説
明
及
び
同
ダ

ム
に
関
す
る
環
境
影
響
調
査
に
対
す
る
評
価
で
あ
る
。 

ま
た
、
岡
山
大
学
環
境
理
工
学
部
長
か
ら
は
、
そ
の
判
断
に
よ
り
無
償
で
「
苫
田
ダ
ム
計
画
に
関
す
る
科
学
技
術
的
評 

 

価
」
を
作
成
し
た
と
聞
い
て
い
る
。 

四 

 



 

四
に
つ
い
て 

五
の
1
に
つ
い
て 

御
指
摘
の
「
苫
田
ダ
ム
建
設
に
伴
う
水
没
地
権
者
の
ダ
ム
建
設
同
意
書
」
が
提
出
さ
れ
た
と
い
う
事
実
は
な
い
が
、
平
成

九
年
五
月
二
十
二
日
現
在
に
お
け
る
苫
田
ダ
ム
建
設
事
業
の
た
め
必
要
な
立
入
調
査
に
対
す
る
同
意
書
の
提
出
年
月
日
及
び

各
提
出
年
月
日
ご
と
の
提
出
者
の
数
は
、
別
表
第
三
の
と
お
り
で
あ
る
。 

一
方
、
御
指
摘
の
「
協
力
感
謝
金
」
は
、
岡
山
県
及
び
吉
井
川
下
流
受
益
市
町
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
た
財
団
法
人
吉
井
川

水
源
地
域
対
策
基
金
が
、
苫
田
ダ
ム
建
設
に
対
す
る
協
力
に
報
い
る
た
め
に
独
自
に
交
付
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
聞
い
て

い
る
。 

昭
和
四
十
七
年
度
か
ら
平
成
七
年
度
ま
で
の
各
年
度
の
決
算
に
お
け
る
苫
田
ダ
ム
建
設
事
業
に
係
る
費
用
の
内
訳
は
、
別

表
第
四
の
と
お
り
で
あ
る
。
な
お
、
苫
田
ダ
ム
建
設
事
業
に
係
る
工
事
諸
費
は
、
治
水
特
別
会
計
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律 

公
共
用
地
の
取
得
に
伴
う
損
失
補
償
基
準
要
綱
（
昭
和
三
十
七
年
六
月
二
十
九
日
閣
議
決
定
）
は
、
土
地
収
用
法
（
昭
和

二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号
）
そ
の
他
の
法
律
に
よ
り
土
地
等
を
収
用
し
、
又
は
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
事
業
を
行
う

者
が
、
当
該
事
業
に
必
要
な
土
地
の
取
得
等
に
伴
う
損
失
を
補
償
す
る
場
合
に
お
け
る
基
準
を
定
め
た
も
の
で
あ
る
。 

五 

 



 

五
の
3
に
つ
い
て 

五
の
2
に
つ
い
て 

六
に
つ
い
て 

ま
た
、
同
ダ
ム
の
管
理
に
要
す
る
費
用
は
、
そ
の
完
成
後
に
必
要
と
さ
れ
る
管
理
の
内
容
に
応
じ
て
明
ら
か
に
な
る
も
の

で
あ
る
。 

昭
和
五
十
六
年
に
算
出
し
た
苫
田
ダ
ム
に
よ
る
洪
水
調
節
効
果
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
年
間
当
た
り
の
便
益
の
額
は
、

約
百
二
十
三
億
円
で
あ
る
。 

第
四
十
号
）
第
三
条
に
規
定
す
る
治
水
勘
定
に
繰
り
入
れ
ら
れ
、
治
水
特
別
会
計
に
お
い
て
一
括
し
て
経
理
さ
れ
る
も
の
で

あ
る
。 

御
指
摘
の
「
苫
田
ダ
ム
完
成
に
至
る
ま
で
の
建
設
に
要
す
る
費
用
の
概
算
額
」
は
約
千
三
百
五
十
億
円
で
あ
り
、
そ
の
内

訳
は
別
表
第
五
の
と
お
り
で
あ
る
。 

御
指
摘
の
「
平
成
二
年
の
苫
田
ダ
ム
基
本
計
画
変
更
後
の
建
設
に
要
す
る
費
用
の
概
算
額
約
一
三
五
〇
億
円
」
及
び
「
変

更
前
の
建
設
に
要
す
る
費
用
の
概
算
額
約
八
八
〇
億
円
」
の
内
訳
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
表
第
五
及
び
第
六
の
と
お
り
で
あ
る
。 

六 

 



 

九
に
つ
い
て 

八
に
つ
い
て 

七
に
つ
い
て 

平
成
八
年
六
月
十
日
に
苫
田
ダ
ム
建
設
事
業
審
議
委
員
会
か
ら
提
出
さ
れ
た
「
苫
田
ダ
ム
建
設
事
業
に
つ
い
て
の
答
申
」

に
よ
れ
ば
、
同
委
員
会
は
、「
本
審
議
委
員
会
と
し
て
は
、
責
任
あ
る
答
申
を
行
う
観
点
か
ら
、
苫
田
ダ
ム
計
画
の
内
容
に
つ

い
て
、
市
民
団
体
か
ら
の
意
見
書
も
踏
ま
え
て
、
改
め
て
事
業
者
か
ら
の
説
明
、
更
に
岡
山
大
学
環
境
理
工
学
部
の
見
解 

 

を
聞
い
た
」
上
で
、
治
水
計
画
、
利
水
計
画
、
ダ
ム
の
安
全
性
及
び
自
然
環
境
へ
の
影
響
に
つ
い
て
評
価
を
行
っ
て
お
り
、

御
指
摘
の
よ
う
な
問
題
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。 

審
議
委
員
会
の
設
置
に
よ
る
ダ
ム
等
事
業
に
係
る
事
業
評
価
方
策
の
試
行
の
目
的
は
ダ
ム
等
事
業
に
対
す
る
地
域
の
意
見

の
的
確
な
聴
取
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
御
指
摘
の
「
学
識
経
験
の
あ
る
者
」
に
つ
い
て
は
、
審
議
委
員
会
の
審
議
の
対
象
と
な

る
事
業
（
以
下
「
審
議
対
象
事
業
」
と
い
う
。
）
の
目
的
、
内
容
等
に
対
す
る
地
域
の
意
見
を
理
解
し
、
こ
れ
を
審
議
委
員 

 
 

会
の
意
見
に
的
確
に
反
映
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
者
で
あ
る
こ
と
が
必
要
と
考
え
て
い
る
。 

審
議
委
員
会
は
、
そ
の
構
成
を
審
議
対
象
事
業
に
対
す
る
地
域
の
意
見
が
的
確
に
反
映
さ
れ
る
も
の
と
す
る
た
め
、
関
係 

七 

 



 

十
に
つ
い
て 

九
に
つ
い
て
に
お
い
て
述
べ
た
審
議
委
員
会
の
性
格
上
、
「
ダ
ム
等
事
業
に
係
る
事
業
評
価
方
策
の
試
行
に
つ
い
て
」 

 

（
平
成
七
年
七
月
十
四
日
建
設
省
河
開
発
第
九
十
八
号
建
設
省
河
川
局
長
通
達
）
別
紙
「
ダ
ム
等
事
業
審
議
委
員
会
設
置
・

運
営
要
領
」
等
の
趣
旨
に
従
っ
た
委
員
会
の
運
営
が
行
わ
れ
た
上
で
審
議
委
員
会
の
意
見
が
述
べ
ら
れ
た
場
合
に
は
、
基
本

的
に
は
、
地
域
の
意
見
が
的
確
に
聴
取
さ
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。 

都
道
府
県
知
事
及
び
そ
の
推
薦
す
る
者
を
委
員
と
し
て
お
り
、
地
域
住
民
等
か
ら
の
意
見
聴
取
等
を
含
む
委
員
会
の
運
営
も

そ
れ
ぞ
れ
の
審
議
委
員
会
自
ら
の
判
断
に
お
い
て
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
審
議
委
員
会
の
意
見
は
、
審
議
対
象

事
業
の
目
的
、
内
容
等
に
対
す
る
地
域
の
意
見
を
的
確
に
反
映
し
得
る
十
分
な
審
議
が
行
わ
れ
た
上
で
述
べ
ら
れ
る
も
の
と

考
え
て
お
り
、
こ
の
こ
と
は
苫
田
ダ
ム
建
設
事
業
審
議
委
員
会
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。 
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（
注
）
単
位
は
百
万
円
で
あ
る
。 

 

（
注
）
単
位
は
百
万
円
で
あ
る
。 

別
表
第
六 

別
表
第
五 

        

（
注
）
単
位
は
百
万
円
で
あ
る
。 
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